
「江戸川区みどりの基本計画（素案）」に関する意見募集結果 

〇意見募集概要 
 募集期間︓令和５年４月１５日（土）～令和５年４月２８日（金） 
 募集場所︓区ホームページ 
 意 見 数︓４０件 
（今回の意見募集では、多くの貴重なご意見をいただきありがとうございました。） 

〇みどりの基本計画に関する主な意見要旨 

主な意見要旨 対応 

・農地の活用について、 
幅広い層の方が野菜を育てる体験ができたり、 
農地を貸出す仕組みがあると良いと思う 

「第 4 章 みどりの施策」に 
記載しております。 

・生物多様性について、 
生息環境となる空間の確保にも重きを置いてほしい 
（生物多様性に関する意見︓8 件） 

「第 4 章 みどりの施策」に 
記載しております。 
また、内容を精査し必要に応じて
修正・追記をします。 

・江戸川区の自然環境とは何か、 
今後どうあるべきかについて言及してほしい 

江戸川区の「みどりの将来像」は 
第３章の基本理念に記載のとおり、 
「豊かな水辺とふれあい、 
身近なみどりを育てる喜びを 
ともに感じながら、自然と共生し、
区民が毎日を楽しく生活する姿」 
としてきました。 
今回の計画改定ではこの将来像に、
江戸川区らしさである「農」を 
追加するとともに、 
豊かな自然資源を活かした 
生物多様性の保全を掲げています。 
また、江戸川区のような都市部の 
自然環境・生物多様性についての文
章も記載する予定です。 

・公園の利活用などソフト面に注力してほしい（2 件） 「第 4 章 みどりの施策」に 
記載しております。 

・みどりの豊かさは「量」ではなく「質」で勝負し、 
区が主導するだけでなく、 
区民や企業・学校などが協働で進めていけると良い 

〃 

・区民一人ひとりがみどりや環境に興味を持ち、 
みどりを大切にする気持ちが芽生える施策が必要 〃 

・保育園などと連携し、 
幼児期から意識啓発につなげてほしい 〃 

・地域には残すべき風景があり、 
それを共有の財産として保護・活用し、 
豊かな風景を価値あるものにしてほしい 

「第 5 章 地域別計画」で 
地域ごとの魅力などを記載します。 



「江戸川区みどりの基本計画（素案）」に関する意見募集結果 

・2100 年のイメージイラストについて、 
みどりの基本計画に沿ったイメージにしてほしい（2 件） 作成中です。 

・財政的なエコプランは検討しないのか 「第 4 章 みどりの施策」に 
記載しております。 

・みどり率は、 
「緑で覆われていない面積」や「河川」なども 
含まれるため目標とすることは不適切と考える。 
みどり豊かな江戸川区を実現するためには、 
区民一人当たりの公園面積を 15 ㎡にするなど、 
強いメッセージを込めた目標値が必要 

「みどりの基本計画」における 
『みどり』には、水や公園も 
含まれるため、みどり率は指標とし
て適していると考えています。 
数値については、改定委員会などで
意見を聴き検討します。 

・江戸川区は公園面積が 23 区で 1 番広いというのは、 
都立公園が含まれているのか、いないのか明記してほしい 
（区の実績なのか、都の実績なのか分からない） 

都立公園を含めても、区立公園のみ
でも 23 区で 1 番の面積です。 
この旨の説明を追記します。 

・インクルーシブ公園について、 
遊具を設置するだけでなく、当事者の意見を聞き、 
他機関と連携していただきたい 

整備にあたっては、当事者からも意
見をいただきながら進めます。 

・「NPO 法人」の記載について、団体名まで記載すべき 記載します。 

 
 


